
新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担について
（薬局向け） 埼玉県保健医療部感染症対策課

都道府県が実施する宿泊療養・自宅療養の対象になった軽症者等に係る療養期間中の新型コロナウイルス
感染症に関する医療は、医療保険からの給付に加え、自己負担部分が公費負担されます。
令和５年３月２２日よりパキロビッド、同月３１日よりゾコーバの一般流通が開始されることとなりまし
たので、公費手続きについて、改めて確認をお願いいたします。

《給付対象》 両方の要件を満たす場合に限る

１ 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療

２ 新型コロナウイルス感染症に係る医療（新型コロナウイルス感染症に感染していなかったとしても当然に実施され

たであろう医療は公費対象となりません。）

◼ 公費給付対象となる医療について、令和2年5月診療分以降は、原則として、薬局は窓口で患者から自己負担部分は徴収
せず、薬局が審査支払機関を通じて都道府県へ公費を請求することとなっております。一般流通品のパキロビッド、ゾコーバ
を処方されますと、数万円の自己負担額が発生しますが、公費適用となりますので、薬局が患者から徴収する必要はありま
せん。

◼ 公費を使用するために、薬局が必要な手続きはありません。また、支払機関を通じて医療費の補助を行う場合、患者が必要
な手続きはありません。

◼ 国有品のパキロビッド、ゾコーバは無償で譲渡されたものですので、薬剤料を調剤報酬として算定することはできません。
◼ 医療機関の関係は、埼玉県ホームページ「新型コロナウイルス感染症に係る医療費の公費負担について

（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/pubexp.html）」にまとめておりますので、ご確認ください。

５類移行（令和５年５月８日）後も、パキロビッド、ゾコーバ、ラゲブリオ等高額なコロナ治療薬については
引き続き公費負担されることとなっておりますが、詳細な取扱いについては、別途、お知らせいたします
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《公費負担者番号 8ケタ (保険薬局※の所在地の番号を使用)》 埼玉県共通「28110609」
《公費負担医療受給者番号 7ケタ》 全国共通：「9999996」

※処方元医療機関の所在地の公費番号ではなく、保険薬局の所在地としてください。
例：東京都の医療機関が発行した処方箋を、埼玉県の薬局が調剤した場合

薬局は28136809（東京都）ではなく、28110609（埼玉県）に請求する


